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Since the enactment of the Law on the Maintenance and Improvement of Historic Landscape in a 
Community in 2008, plans for maintenance and improvement of historic landscape has been authorized in 
various cities.  In the fiscal year of 2010, the authors built the management system for such authorized 
plans.  In this paper, in order to provide new insight, the design intent of the system will be clarified. 
 
［研究目的及び経緯］ 

「地域における歴史的風致の維持及び向上に関する

法律」（2008（平成 20）年 5 月 23 日制定、同 11 月 4
日施行）（以下、法という）の制定以降、歴史的風致維

持向上計画の認定は着実に進み（2011（平成 23）年 8
月末現在、26 計画が認定済）、各地で歴史的風致の維

持向上に向けた取組み、いわゆる歴史まちづくりが進

んでいる。一方、こうした歴史的風致維持向上計画に

基づく施策や事業の実施にあたり、計画の進行管理・

評価の視点を取り入れる必要性が強く指摘されている。 
歴史的風致維持向上計画は、文化財行政とまちづく

り行政が連携して取組みを推進する枠組みを備えた計

画である。文化財行政においては、たとえば地方公共

団体によって国指定・選定の文化財ごとに保存計画が

策定され、保存管理の方針、現状変更の許可基準や修

理・修景基準、さらに整備に関する事項等が定められ

ているが、それらの計画は計画期間の概念が明確では

ないこともあり、計画の進行管理・評価の視点が取り

入れられているとは言い難い。一方、まちづくり行政

においては、地方自治法に基づく総合計画を中心とし

て、地方公共団体レベルで行政評価の取組みが定着し

つつあり、まちづくりに関わる計画の進行管理・評価

に対する意識も高まりつつある。しかし、歴史や景観

の分野においては、たとえば京都市における「景観白

書」の発行といった一部の先進的な取組みは行われて

いるものの、いまだ取組み事例は少なく、歴史や景観

に関わる計画の進行管理・評価の方法が確立している

とは言い難い。つまり、これまでの文化財行政及びま

ちづくり行政において、歴史的風致維持向上計画の進

行管理・評価システムの構築に資する取組みの実績が、

十分に蓄積されているとは言い難い状況にある。 
こうした状況を踏まえ、平成 22 年度に、歴史的風

致維持向上計画の進行管理・評価システムを新たに検

討・構築するとともに、平成 21 年度までに認定を受

けた 16 都市の歴史的風致維持向上計画に対して、進

行管理・評価システムを試行的に運用した。さらに、

試行結果を踏まえてシステムを改善し、平成 23 年度

からシステムを本格運用する予定である。 
本論では、歴史的風致維持向上計画の進行管理・評

価システムの設計意図や設計過程に関する報告を通し

て、関連分野における計画の進行管理・評価の取組み

に資する知見を提示することを目的とする。 
 

［研究内容］ 

本研究では、まず、進行管理・評価システム設計の

前提として、歴史的風致維持向上計画の特徴と進行管

理・評価を行う上での留意事項を分析・整理した。 
そのうえで、進行管理・評価システムを検討し、さ

らに認定計画に対する試行を踏まえて改善を行い、シ

ステムを構築した。 
なお、進行管理・評価システムの構築にあたっては、

有識者らからなる検討会を設置し、検討を進めた。 

［研究内容及び成果］ 
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［研究成果］ 
１．歴史的風致維持向上計画の特徴と進行管理・  

評価を行う上での留意事項の分析・整理 

進行管理・評価システムの設計を行う際の前提とし

て、踏まえるべき歴史的風致維持向上計画の特徴及び

進行管理・評価を行う上での留意事項を整理する。 
(1)歴史的風致維持向上計画の特徴 

一点目の特徴としては、歴史的風致維持向上計画が、

維持及び向上すべき地域の歴史的風致を明らかにした

うえで、歴史的風致の維持向上に関する基本方針を設

定し、さらに、それらの方針に基づき施策や事業を展

開するという、いわば一連の方針・施策・事業がパッ

ケージ化された計画である点がある。また、計画ごと

に異なるが、おおむね 5 年～10 年の計画期間が設定さ

れ、この期間内に施策・事業を実施する時限計画であ

る点も特徴である。 
二点目としては、前述のとおり、歴史的風致維持向

上計画が、文化財行政とまちづくり行政が連携して取

組みを推進する枠組みを備えた計画であることから、

計画の推進体制として、文化財部局とまちづくり部局

が連携した部局横断的な庁内体制が整えられている点

がある。 
三点目としては、法第 5 条第 2 項に基づき計画に記

載すべき項目が定められていることから、計画の記載

項目が各都市ほぼ共通した構成となっている点がある

（図-1）。 
四点目としては、法第 11 条に基づき、歴史的風致

維持向上計画の作成及び変更に関する協議、さらに計

画の実施に係る連絡調整を行うための組織として、関

係者からなる歴史的風致維持向上協議会（以下、法定

協議会という）が設置されている点がある。この法定

協議会は、計画の作成から実施まで携わる、いわば外

部機関としての役割を担っているということができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-1 歴史的風致維持向上計画の構成 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-2 歴史的風致維持向上計画の認定希望理由 
五点目としては、歴史的風致維持向上計画が国によ

る認定計画であり、さらに認定に先立ち国との事前相

談が行われる点がある（法運用指針 3.3-1.）。つまり、

認定手続きにおいて、すでに計画の事前評価が行われ

ているということができる。 
六点目としては、法第 8 条に基づき、国による計画

のフォローアップヒアリングが毎年度行われており、

こうしたフォローアップヒアリングを踏まえて、必要

に応じて計画変更が行われるという、いわば計画の

PDCA サイクル（Plan - Do - Check - Act）の枠組みが

整えられている点がある。 
七点目としては、歴史的風致維持向上計画の認定が、

歴史まちづくりに対する意識向上や関連事業・施策の

推進等に大きな効果を及ぼしている点がある。2009
（平成 21）年 1 月に当時の認定各都市に対して実施し

たアンケート調査 によると、計画認定等の効果とし

て、地域住民の意識の向上、庁内連携の強化、関連事

業や施策の推進が挙げられている。また、2011（平成

23）年 4 月に実施した歴史的風致維持向上計画の認定

意向調査によると、認定意向を有する都市のうち 53%
の都市が、認定希望理由を「国による計画の認定が受

けられるため」としており（図-2）、計画の認定効果に

対する期待が大きいことがうかがえる。 
(2)計画の進行管理・評価を行う上での留意事項 

以上に整理した歴史的風致維持向上計画の特徴等を

踏まえて、計画の進行管理・評価を行う上での留意事

項を整理する。 
まず、歴史的風致維持向上計画が、一連の方針・施

策・事業をパッケージ化した計画であることから、評

価にあたっては、どのようなねらいで、計画のどの項

目を対象として評価を行うのか、「評価の目的」と「評

価対象」をより明確にする必要がある。さらに、歴史

的風致維持向上計画が時限計画であることや計画認定

の手続きにおいて事前評価が行われていることなどか

ら、各評価対象について、事前・中間・事後のどの段

階で評価を行うのか、計画の特徴を十分に踏まえて「評

価時期」を検討する必要がある。 

 ◇計画の概要 
○計画策定の背景・目的・位置づけ・計画期間 
○計画策定の経緯・策定体制・実施体制 

◇歴史的風致形成の背景 
○地域の歴史や自然的環境および社会的環境 
○歴史的建造物の分布状況および文化財の種別と名称 
○地域の固有の歴史および伝統を反映した人々の活動の 
状況および文化財の種別と名称 

◇歴史的風致の維持および向上に関する基本方針 
○維持及び向上すべき歴史的風致 
○歴史的風致の維持及び向上に関する課題 
○歴史的風致の維持及び向上に関する基本方針 

◇重点区域の設定 
○重点区域設定の考え方 
○重点区域の位置および区域 
○良好な景観の形成に関する施策との連携 

◇歴史的風致の維持および向上に必要な事項 
○文化財の保存および活用に関する事項 
○歴史的風致維持向上施設の整備又は管理に関する事項 

◇歴史的風致形成建造物の指定の方針 
◇歴史的風致形成建造物の管理の指針となるべき事項 
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法定協議会等により事業主体間の

連携・調整が図られるため

文化財である歴史的建造物の管理・修理に対する

文化庁からの技術的指導や支援が受けられるため

計画策定により景観規制を推進するため

歴史文化基本構想を推進するため

市町村内におけるまちづくり部局と文化財部局の

連携体制が構築できるため

社会資本整備総合交付金の特例が

活用できるため

国による計画の認定が受けられるため
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次に、「評価方法」に関しては、“歴史的風致”の概

念を踏まえた適切な評価方法の設計が必要である。法

第 1 条では、“地域におけるその固有の歴史及び伝統

を反映した人々の活動とその活動が行われる歴史上価

値の高い建造物及びその周辺の市街地とが一体となっ

て形成してきた良好な市街地の環境”を“歴史的風致”

としている。つまり、評価にあたっては、たとえば歴

史的建造物単体ではなく、周辺環境や人々の活動まで

含めた総体を歴史的風致としてとらえ、その維持向上

について評価する必要がある。実際、歴史的風致維持

向上計画では、文化財、景観、まちづくりといった様々

な分野のハード・ソフトに関わる施策・事業が多面的

に展開されている。それらの総体としての歴史的風致

の維持向上をどのような指標で評価するのか、適切な

評価を行うための評価方法の設計が必要である。 
続いて、「評価スケジュール」に関しては、すでに毎

年度実施されている国による計画のフォローアップヒ

アリングやフォローアップヒアリングを踏まえた計画

変更のスケジュール、さらに各都市が独自に実施して

いる行政評価のスケジュール等を加味する必要がある。 
最後に、「評価体制」に関して、文化財部局とまちづ

くり部局が連携した部局横断的な庁内体制や、法定協

議会、さらに国といった、計画の策定・推進に関わる

関係機関の役割分担に留意する必要がある。 
 

２．進行管理・評価システムの検討体制 

歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価システム

の構築にあたっては、学識経験者及び認定都市担当者

等からなる研究会を設置し、進行管理・評価システム

の妥当性等について意見交換を行いながら検討を進め

た。加えて、平成 21 年度までに認定を受けた 16 都市

の歴史的風致維持向上計画に対して、進行管理・評価

システムを試行的に運用するとともに、各都市に対し

て試行に関するフォローアップヒアリングを行い、シ

ステムの妥当性について意見を聴取し、それらをシス

テムの改善につなげた。 
 

３．進行管理・評価システムの全体像と設計意図 

(1)システムの全体像 

以上の検討体制のもと、歴史的風致維持向上計画の

特徴や進行管理・評価を行う上での留意事項等を踏ま

え、歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価システ

ムを検討・構築した。そのシステムの全体像を模式的

に示したものが、図-3 である。以下、システムの各項

目の設計意図について、設計過程における議論とあわ

せて報告する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-3 進行管理・評価システムの全体像 
(2)システム設計の意図 

歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価システム

の設計意図について、a)進行管理・評価システム導入

の目的、b)進行管理・評価の対象及び方法、c)進行管

理・評価の実施体制及びプロセス、d)進行管理・評価

のスケジュール、の視点から整理する。 
a)進行管理・評価システム導入の目的 

進行管理・評価システム導入の目的として、当初、

以下の 5 項目を設定した。 
○計画に記載された施策・事業に関する進捗状況の

評価 
○計画に記載された基本方針の達成状況の評価 
○事業成果の質及び実施プロセスの評価 
○評価を踏まえた計画変更へのフィードバック 
○地域住民等への説明責任 
まず、方針・施策・事業がパッケージ化された歴史

的風致維持向上計画の特徴を踏まえ、施策・事業の進

捗評価（アウトプット評価）及び基本方針の達成度評

価（アウトカム評価）を目的として設定した。また、

総体としての歴史的風致を評価するためには、個々の

施策や事業が、歴史的風致の維持向上に寄与している

かどうかを評価することが重要である。そのため、事

業の成果の質及び事業の実施プロセスの評価を目的と

して設定し、個々の施策や事業がどのように歴史的風

致の維持向上に寄与しているのかを評価することとし

た。 
さらに、計画の PDCA サイクルを意識して、すでに

実施されている国のフォローアップヒアリングを踏ま

に
よ
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Ⅱ 総括評価 
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ⅱ)その他の項目（任意設定） 

Ⅰ 進捗評価 

ⅰ)組織体制 
ⅱ )重点区域における良好な景観を 

形成する施策 
ⅲ )歴史的風致維持向上施設の整備 

及び管理に関する事項 
ⅳ)文化財の保存又は活用に関する事項 
ⅴ)効果・影響等に関する報道 
ⅵ)その他 

自己評価 外部評価 
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え、評価結果の計画変更へのフィードバックを目的と

するとともに、評価結果の公表等による地域住民等へ

の説明責任についても目的として設定した。 
こうした当初のシステム導入目的に対して、研究会

における意見交換を踏まえ、以下の 2 項目を目的とし

て追加することとした。 
○歴史的風致の維持向上に関わる取組みの情報共

有・PR 
○庁内他部局等への情報発信 
歴史的風致の維持向上に関わる取組みは、法制定以

降徐々に蓄積されているものの、いまだ十分な蓄積が

あるとは言い難い。そうしたなか、研究会において、

進行管理・評価システムを“評価”のためだけのツー

ルとするのではなく、評価対象となっている施策や事

業について、進行管理・評価のプロセスを通して広く

情報共有あるいは PR するためのツールとしても活用

すべきとの意見が提示された。こうした意見を踏まえ、

取組みの情報共有や PR についてもシステム導入の目

的として追加した。なお、情報共有・PR の具体的な

方法については後述する。 
さらに、研究会において、歴史的風致の維持向上に

関わる取組みの評価に関して、以下の課題が指摘され

た。 
・歴史的風致の維持向上に関わる取組みは、たとえ

ば回遊ルートや案内板の整備など、小規模でいわ

ば地味な事業も多く、そうした事業は直接的な効

果を把握しにくいことから、各都市が独自に実施

している行政評価（事務事業評価）においては、

評価が低くなる傾向にある。 
・一方、そうした事業は、たしかに事業単独では直

接的な効果を把握しにくいかもしれないが、他の

歴史的風致の維持向上に関わる事業との連携によ

り、総体的に歴史的風致の維持向上に寄与する事

業として評価することもでき、評価方法や評価の

観点の違いが、事業の評価結果に大きく影響を与

えることとなる。 
こうした課題の指摘に対して、各都市が独自に実施

している行政評価においても、歴史的風致の維持向上

の観点を加味した適正な評価が行われることが望まし

く、そのためには、歴史的風致維持向上計画の進行管

理・評価の結果について、庁内他部局に対して情報発

信することが重要であるとの意見が提示されたことか

ら、庁内他部局等への情報発信についてもシステム導

入の目的として追加した。 
b)進行管理・評価の対象及び方法 

システム導入の目的を踏まえ、評価方法として、I)
進捗評価、II)総括評価、III)代表的な事業の質の評価、

3 つの枠組みを設け、それぞれ評価対象及び評価項目

を設定した（表-1）。 
また、IV)法定協議会等におけるコメントについても

項目として設定した。 
以下、それぞれの内容について詳述する。 

I)進捗評価 

進捗評価の枠組みは、計画に記載された施策・事業

に関する進捗状況（アウトプット）を評価するために

設定した枠組みである。 
この枠組みのもと、評価対象として、当初、各計画

の記載項目である、i)組織体制、ii)重点区域における良

好な景観を形成する施策、iii)歴史的風致維持向上施設

の整備及び管理に関する事項、iv)文化財の保存又は活

用に関する事項、を設定した。 
i)組織体制は、計画推進体制として文化財部局とま

ちづくり部局が連携した部局横断的な庁内体制が整え

られている点や、外部機関として法定協議会が設置さ

れている点など、歴史的風致維持向上計画の推進体制

の特徴、さらに、庁内他部局等への情報発信というシ

ステム導入の目的を踏まえて設定した。i)組織体制に

ついては、計画の推進体制が適切に機能しているか、

あるいは推進体制の拡充がみられるかといった視点か

ら、状況を評価するねらいがある。 
ii)重点区域における良好な景観を形成する施策、iii)

歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に関する事項、

iv)文化財の保存又は活用に関する事項は、歴史的風致

の維持向上に向けて、多面的に展開される施策・事業

に関して、個別に進捗状況・実施状況を評価するねら

いがある。 
これらの項目については、当初、できるだけ定量的

な指標に基づき評価することを検討した。しかし、研

究会において、定量的指標を設定することで、各都市

担当者がデータ収集のために新たな調査を実施しなけ

ればならないことも想定され、担当者に過度な作業負

担を強いる可能性があるとの課題が指摘された。また、

進行管理・評価システム試行後のフォローアップヒア

リングにおいても、定量的指標の設定が担当者の負担

増となりかねないとの意見を聴取した。そこで、これ

らの項目に関する評価は、基本的に進捗状況及び課題

に関する定性的な評価（自由記述形式）とし、既存の

調査や、各都市が独自に実施している事務事業評価の

データ等が援用できる場合には、それらを用いて、可

能な範囲で定量的指標に基づく評価を行うこととした。

ただし、iii)歴史的風致維持向上施設の整備及び管理に

関する事項については、整備の実績値等を定量的に把

握することができることから、それらについては評価

指標として定量的な記載を求めることとした。 
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なお、定性的な評価を基本としつつも、進行管理・

評価システムの試行において定量的指標に基づく評価

を行った事例等を踏まえ、表-1 に評価指標（例）とし

て記載した定量的指標を抽出・把握することができた

ことから、これらを定量的指標の参考として提示する

こととした。 
当初設定したこれらの評価対象に加え、研究会にお

いて、効果をより幅広く把握・評価すべきとの意見が

提示されたことから、v)効果・影響等に関する報道、

及び、vi)その他、を評価対象として設定した。 
v)効果・影響等に関する報道については、認定効果

が大きいという歴史的風致維持向上計画の特徴を踏ま

え、効果を幅広く把握するための方法の一つとして、

新聞等の報道に表れた効果に着目し、それらを把握・

蓄積するとともに、そうした効果を評価するねらいが

ある。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
また、こうした報道の蓄積は、歴史的風致の維持向

上に関わる取組みの情報共有・PR や庁内他部局等へ

の情報発信といった、システム導入の目的にも資する

ものであると考える。一方、vi)その他については、住

民意識や認知度の変化、地域の魅力向上、地域経済の

活性化・観光振興といった、報道されていない効果に

ついて把握・評価するねらいがある。 
さらに、研究会において、前述した、進行管理・評

価システムを“評価”のためだけのツールとするので

はなく、情報共有や PR のツールとしても活用すべき

との意見のもと、評価内容を記載する評価シートに、

評価の文言や数値を記載するだけではなく、取組みの

前後の状況がわかる写真や図面、あるいは取組みに際

して実施したアンケート調査結果等を掲載し、評価シ

ート自体を年次報告書やカルテのようにして情報共有

等に活用すべきとの意見が提示された。 

表-1 進行管理・評価の対象等 
枠組み 評価対象 評価項目等 定量的評価指標（例） 

I)進捗評価 

i)組織体制 ○会議開催等の活動状況 
○組織体制の変更・拡充状況 ・会議等の開催時期・回数 など 

ii)重点区域における良好な景観を

形成する施策 ○施策の進捗状況 
・区域指定数，区域指定面積 
・関連する活動組織数，活動回数 
・届出・指導件数 など 

iii)歴史的風致維持向上施設の整備

及び管理に関する事項 ○整備及び管理の実施状況 ・整備面積，整備延長 
・整備・管理箇所数 など 

iv)文化財の保存又は活用に関する

事項 ○事業・活動等の実施状況 

・見学会・講習会等の開催回数，参加者数 
・関連する活動組織数，活動回数 
・文化財等指定件数 
・修理・修景件数，調査等の箇所数 など 

v)効果・影響等に関する報道 ○新聞等の報道実績 ・新聞・雑誌等の掲載件数 

vi)その他 

○住民意識や認知度の変化 
○地域の魅力向上 
○地域経済の活性化・観光振興 

など 

・アンケート調査結果 
・外部表彰の受賞 
・観光入込客数 など 

II)総括評価 
i)計画に記載している方針 

○方針の達成状況 
○課題の改善状況 
○計画見直しの必要性 

・関連する進捗評価項目の指標の推移 
－歴史的風致形成建造物の指定件数 
－歴史的建造物喪失件数 
－修理・修景件数 
－地場産業の変化（職人数，事業所数） 
－伝統的祭礼等の実施回数，参加者数 
－活動組織数，活動回数，参加者数 
－住民意識（アンケート調査結果） など 

ii)その他の項目（任意設定） （同上） （同上） 

III)代表的な 
事業の 
質の評価 

i) 歴史的風致維持向上施設の  

整備・管理 

○事業の概要，プロセス 
○事業に対する自己評価 
○事業の質に対する外部有識者

評価 
○今後の対応方針 

－ 

ii)その他（任意）（ソフト施策等の

評価） （同上） － 

IV)法定協議会等におけるコメント 
○会議の開催概要 
○コメントの概要 
○今後の対応方針 

－ 
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そこで、こうした意見を踏まえ、評価シートに写真

や図面等を掲載することのできる欄を設けるとともに、

必要に応じて添付資料として写真や図面等を添付する

ことを可能とした。その結果、進行管理・評価システ

ムの試行において、写真や図面等の積極的な掲載が見

られ、評価シートの充実が図られるとともに、取組み

内容をわかりやすく解説した添付資料を作成する事例

も見られた。 
II)総括評価 

総括評価の枠組みは、進捗評価で評価対象とした施

策・事業等の実施による、計画に記載された基本方針

の達成状況（アウトカム）を評価するために設定した

枠組みである。 
この枠組みでは、計画に記載された方針に関して、

方針ごとに、その達成状況や、方針設定の背景にある

課題の改善状況、さらに、それらを踏まえた計画見直

しの必要性について評価するねらいがある。また、計

画に記載された方針以外にも、達成状況等を総括的に

評価しておくべき項目があれば、適宜項目を追加でき

ることとした。 
総括評価の方法は、多面的な施策・事業の総体とし

て達成される方針に対して、一面的な定量的指標によ

る評価はなじまないとの判断から、進捗評価同様、基

本的に定性的な評価（自由記述形式）によることとし

た。 
ただし、そうした定性的な評価の客観性を高めるた

め、関連する進捗評価項目の推移や変化等のデータを

踏まえて、定性的な評価を記載することとした。また、

進捗評価同様、記載にあたっては、評価シートを情報

共有等にも活用できるよう、写真や図面等を掲載し、

評価内容をわかりやすく提示することとした。 
一方、研究会において、総括評価にあたっては、何

に着目して評価を行うのかという一定の方針を設ける

ことが効果的であり、こうした評価の方針は計画策定

時に検討しておくことが望ましいとの意見が提示され

たが、これについては、計画認定の手続き（事前相談）

における今後の課題とした。 
III)代表的な事業の質の評価 

代表的な事業の質の評価の枠組みは、事業の成果を

“量的”に評価するだけではなく、個々の事業が、歴

史的風致の維持向上の観点から適切なプロセスを経て

実施されたのか、あるいは事業の成果が歴史的風致の

維持向上に寄与するものとして適切なものであるのか

といったように、歴史的風致の維持向上の観点から事

業のプロセスや成果を“質的”に評価するために設定

した枠組みである。 
事業の質の評価の流れは、以下のとおりである。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図-4 代表的な事業の質の評価の流れ 
まず、評価をいただく有識者を選定する。有識者は、

法定協議会や文化財審議会の委員、あるいは専門性や

地域精通度の高い有識者等から選定する。次に、選定

された有識者と相談のうえ、計画に記載された事業の

うち、評価対象とする代表的な事業を複数選定する。

続いて、選定された事業について、各都市の担当者が、

評価シートに、事業概要や事業プロセス、さらに、事

業の質の確保に向けた工夫や課題点等の自己評価を記

載する。そのうえで、有識者に現地調査を実施してい

ただき、歴史的風致の維持向上、あるいは歴史・文化・

景観等の観点から、事業成果の質や事業プロセスの妥

当性について評価いただき、評価シートにコメントを

記載していただく。さらに、有識者コメントを踏まえ

て、担当者が今後の対応方針について検討し、検討結

果を評価シートに記載することとした。 
こうした事業の質の評価に関して、フォローアップ

ヒアリングにおいて、有識者に評価いただくことで事

業の改善につなげることができる、あるいは、事業の

質について、いわば有識者にお墨付きをもらうことで、

庁内他部局等に対して説得力をもって事業の成果をア

ピールすることができる、といった意見を聴取するこ

とができた。 
なお、当初、代表的な事業の選定・評価は、選定し

た複数の事業を個別に評価することを想定していた。

これに対して、フォローアップヒアリングにおいて、

歴史的風致の維持向上の観点から、複数の事業をまと

めて総合的に評価することも有効ではないかとの意見

が提示されたことから、事業を個別に評価するだけで

はなく、複数の事業をまとめて評価することも可能と

した。 
IV)法定協議会等におけるコメント 

後述するように、進行管理・評価システムは、以上

の I)～III)の評価結果について、法定協議会において確

認するプロセスとしている。 

外部有識者 各都市担当者 

評価シートの取りまとめ 

現地調査の実施 自己評価の実施 

評価コメントの作成 対応方針の検討 

代表的事業の選定 有識者の選定 
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これに対し、研究会において、地域住民等への説明

責任や庁内他部局等への情報発信等の観点から、外部

機関である法定協議会における評価結果に対するコメ

ントの重要性は高く、コメントに対する対応方針とあ

わせて他の評価結果とともに評価シートに取りまとめ

ておく必要があるとの意見が提示されたことから、IV)
法定協議会等におけるコメントを項目として設定した。 
c)進行管理・評価の実施体制及びプロセス 

進行管理・評価の実施体制の設計にあたっては、庁

内の計画推進組織や法定協議会、国といった計画推進

に関わる各主体の役割分担に留意しつつ、第 3 章の事

例調査を踏まえ、できるだけ自己評価と外部評価の両

面の評価が可能なプロセスとなるよう配慮した。 
そこで、I)進捗評価及び II)総括評価については、ま

ず、庁内の計画推進組織にて自己評価を行い、その結

果を外部機関である法定協議会に報告し、確認を受け

る。法定協議会における意見を踏まえ、最終的に計画

推進組織において評価結果を取りまとめる。そのうえ

で、地域住民等への説明責任や情報共有・PR の観点

から、ホームページ等を通して評価結果を広く公表す

るプロセスとした。さらに、評価結果を国に報告し、

ヒアリングを受け、必要に応じて計画変更について協

議することとした。 
一方、III)代表的な事業の質の評価については、前述

の通り、有識者を選定したうえで、評価対象とする代

表的な事業を選定し、それらの事業について庁内の計

画推進組織にて自己評価を行う。そのうえで、有識者

による外部評価を受け、その評価結果を踏まえて、計

画推進組織において今後の対応方針を検討する。その

後、法定協議会に評価結果を報告し、確認を受ける。

進捗評価及び総括評価と同様、法定協議会における意

見を踏まえ、最終的に計画推進組織において評価結果

を取りまとめ、ホームページ等を通して評価結果を広

く公表するプロセスとした。また、進捗評価及び総括

評価と同様、評価結果を国に報告しヒアリングを受け、

必要に応じて計画変更について協議することとした。 
d)進行管理・評価のスケジュール 

進捗評価は、計画に記載された施策・事業に関する

進捗状況（アウトプット）を評価する趣旨から、毎年

度実施することとした。 
一方、総括評価は、施策・事業の効果が、方針の達

成状況として発現するには一定の時間が必要であると

の考えから、毎年度ではなく、原則として 3 年度に一

度実施することとした。また、代表的な事業の質の評

価についても、事業の着手から竣工まで一定の期間が

かかることから、総括評価の実施とあわせて、原則と

して 3 年度に一度実施することとした。 

進行管理・評価の年間スケジュールに関しては、自

己評価の実施、代表的な事業の質に関する有識者によ

る外部評価の実施、法定協議会における自己評価結果

の確認、評価結果の国への報告・ヒアリング、評価結

果の公表、といった一連の評価プロセスについて、当

初、全都市一律で、年度初めの 4 月より作業を開始し、

1 月～2 月に評価結果を国へ報告し、ヒアリングを受

け、さらに年度内に評価結果を公表することとしてい

た。これに対し、フォローアップヒアリングにおいて、

各都市が独自に実施している行政評価の年間スケジュ

ールは都市によって大きく異なっており、各都市の行

政評価で取りまとめるデータ等を歴史的風致維持向上

計画の進行管理・評価に援用することを考えると、進

行管理・評価の年間スケジュールを全都市一律とする

ことは適切ではないとの意見を聴取した。こうした意

見を踏まえ、進行管理・評価の年間スケジュールは、

評価結果の国への報告・ヒアリングの時期のみ、翌年

度の事業予算ヒアリングの時期等を考慮して 1 月～2
月に固定し、外部評価や法定協議会における確認、評

価結果の公表といった他のスケジュールは、各都市の

状況に応じて独自に年間スケジュールを設定してよい

こととした。 
 
４．まとめ 

以上に報告した歴史的風致維持向上計画の進行管

理・評価システムについて、システムの特徴及び試行

段階での導入効果、さらにシステム運用に向けた今後

の課題について整理する。 
(1)進行管理・評価システムの特徴 

歴史的風致維持向上計画の進行管理・評価システム

の特徴の一つは、方針・施策・事業がパッケージ化さ

れた計画を進行管理・評価するため、毎年度実施する

進捗評価と 3 年度ごとに実施する総括評価を組み合わ

せた評価の枠組みにある。これにより、計画認定にあ

たっての国との事前相談を事前評価と位置付けると、

方針・施策・事業のそれぞれについて、事前・中間・

事後の一貫性のある評価が可能となったと考える。 
また、評価結果を踏まえた国とのヒアリングを通し

て、必要に応じて計画変更を行うプロセスとしたこと

で、計画の PDCA サイクルを整えることができた点も

特徴である。 
次に、定量的指標では評価し難い“歴史的風致の維

持向上”の評価にあたり、まず、評価の客観性を高め

るため、自己評価による定性的な評価だけではなく、

法定協議会や有識者による外部評価のプロセス及び枠

組みを整えた点も特徴である。さらに、事業の成果を

量的に評価するだけではなく歴史的風致の維持向上の
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観点から質的にも評価することができるよう、代表的

な事業の質の評価の枠組みを設定した点も特徴である。 
加えて、情報共有や PR、あるいは庁内他部局等へ

の情報発信といったように、評価結果の多面的な活用

を視野に入れ、設計にあたりさまざまな工夫を取り入

れた点も特徴である。 
(2)進行管理・評価システムの導入効果 

進行管理・評価システムの試行に関するフォローア

ップヒアリング等を通して、以下の導入効果を把握す

ることができた。 
まず、認定都市の担当者から、自己評価のプロセス

を通して必要な施策・事業が見出しやすくなる、ある

いは、外部評価を受けることで適切に事業を改善する

ことができるといった意見が聴取され、システム導入

が効率的・効果的な施策・事業の推進に寄与している

ことを確認することができた。 
また、表-1 に示したように、各都市の進行管理・評

価結果から、歴史的風致の維持向上を定量的に評価す

るための指標を抽出することができたほか、認定都市

の担当者から、評価シートを事業カルテのように活用

することで、取組みの実績やノウハウを共有・蓄積し、

今後の取組みに活かしていくことができるといった意

見が聴取され、進行管理・評価を通した情報共有やノ

ウハウの蓄積による、技術の研鑽や評価方法の改善と

いった多面的な導入効果を把握することができた。 
さらに、認定都市の担当者から、外部評価を受ける

ことで、庁内他部局等に対して施策・事業の成果をア

ピールする際の説得力が高まるといった意見も聴取さ

れ、歴史的風致の維持向上に関わる取組みの円滑な推

進に資する導入効果も把握することができた。 
(3)進行管理・評価システムの運用に向けた課題 

進行管理・評価システムの運用に向けた今後の課題

について、以下に整理する。 
まず、研究会において指摘されたように、より適切

な評価を行うためには、歴史的風致維持向上計画の策

定にあたり、計画の進行管理・評価が行われることを

加味して基本方針を設定する必要がある。これについ

ては、今後の計画認定の手続き（事前相談）において、

計画の進行管理・評価を視野に入れて協議を進める必

要がある。 
また、事業の質をより向上するためには、進行管理・

評価システムを通した外部有識者による事後評価だけ

でなく、事業の質に関する事前評価を行うことが効果

的である。これについては、たとえば金沢市景観審議

会において実施されているように、各都市の審議会等

の外部機関において、事業の質や実施プロセスについ

て事前評価を実施することが有効であると考える。 

さらに、進行管理・評価システムの導入目的の一つ

でもあるように、進行管理・評価を通して、継続的に

歴史的風致の維持向上に関わる取組みの情報共有を推

進するとともに、各都市の取組み事例から実践的な技

術やノウハウを抽出するなど、今度の取組みに資する

知見や進行管理・評価システムの改善につながる知見

等を蓄積していく必要がある。 
 

［成果の活用］ 

本研究の成果である歴史的風致維持向上計画の進行

管理・評価システムは、平成 23 年度より認定計画に

対して本格運用されている。 
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